
瀬木学園旅費規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、就業規則第２８条の規程に基づき、各組織（瀬木学園（以

下「学園」という。）、愛知みずほ大学（以下「大学」という。）、愛知みずほ短

期大学（以下「短大」という。）、愛知みずほ大学瑞穂高等学校（以下「高校」

という。））の教職員の業務上の旅行（以下「出張」という。）に係る旅費に関

する事項を定める。 

 

（宿泊を伴う出張における宿泊費及び日当） 

第２条 宿泊を伴う出張をした場合における、当該日の宿泊費、日当の額は、

次表のとおりとする。 

区     分 
宿泊費 

日当の額 
甲 地 乙 地 

Ａ 理事、監事、評議員又はこれに準ずる者 14,800円 13,300円 4,000円 

Ｂ 

法人の事務局長・主幹、大学及び短大

の教授・事務局長、高校の校長・副校

長・教頭又はこれに準ずる者 

13,100円 11,800円 3,000円 

Ｃ 上記以外の者 10,900円 9,800円 2,500円 

 （注）甲地とは、東京都及び政令指定都市（平成２９年４月１日現在：大阪

市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、

福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、

浜松市、岡山市、相模原市、熊本市）であり、乙地とは、それ以外をいう。 

２ 理事長は、区分Ａの者に対する宿泊費及び日当の額について、上記表を基

準に増額して支給することができる。 

３ 区分Ｂ及び区分Ｃの者に対する宿泊費は、上記表記載の金額を上限に、領

収書による実費を支給する。ただし、宿泊施設が指定されている場合（宿泊施

設の紹介があり、かつ、近隣に他の同等な宿泊施設がない場合を含む。）、各組

織の長（理事長、学長、校長）が事前に承認した場合は、上記表記載の金額を

超えて支給することができる。 

４ 区分Ｂ及び区分Ｃの者に対する出張からの帰着日における日当は、次条第

２項及び第３項に準じて取り扱う。なお、出張地での前泊等、移動のみで、業

務等がなされない場合は、日当を支給しない。 

 

（日帰り出張等） 

第３条 前条に定める区分Ａの者が日帰り出張をした場合の日当の額は、上記

表記載の金額を支給する。 

２ 前条に定める区分Ｂ及び区分Ｃの者は、次項に定める目的で６時間を超え

る日帰り出張をした場合、日当として各々２，０００円、１，５００円を支給

する。 

３ 日当の対象となる業務は次の各号のとおりで、勉強会・研修会や単なる書



類提出等の事務関係業務は対象外とする。 

（１）所轄官庁や教育関係機関との折衝や相談 

 （２）自ら発表する学会への出席 

 （３）学園において、理事長が認めた公的機関からの派遣要請 

 （４）大学・短大において、入学試験及び依頼による講演の実施を目的とし

た出張のほか、学長が認めた公的機関及び各種資格団体等からの派遣要請 

 （５）高校において、校長が認めた私学協会、教科教育等研究会、課外活動

に係る各種競技団体からの派遣要請 

 （６）渉外関係の学校・学習塾への訪問 

 （７）自ら担当する大学展、大学・進学説明会 

 （８）教育実習等、実習関係での学校訪問 

 （９）管理下の学生生徒の傷病等に対応した緊急指導 

 （１０）就職関係の企業・各種団体への訪問 

４ 高校において、①修学旅行、②各種体験学習や学校行事の準備等で、生徒

を引率した場合、①の場合は各２，０００円、②の場合は１，０００円を支給

する。 

 

（交通費） 

第４条 原則として電車、バス等の公共交通機関を利用するものとし、その実

費を支給する。ただし、通勤定期券の利用できる区間は支給しない。 

２ 鉄道料金は、出張路程に応じた旅客運賃、特急・急行料金及び座席指定料

金（以下、「旅客運賃等」という。）を支給するが、グリーン料金は第２条に定

める区分Ａの者が業務上特に必要があると認められた片道３００㎞以上の場

合以外は支給しない。 

３ 船料金は、出張路程に応じた旅客運賃等を支給する。 

４ 航空料金は、領収書により実費を支給する。 

５ 公共交通機関が不便である等必要な場合は、タクシーを利用できるものと

し、領収書により実費を支給する。 

６ 公共交通機関が不便である等必要な場合は、出張者の自家用自動車を利用

することができる。この場合は次の各号による。 

（１）交通費は１㎞あたり３０円を支給する。 

（２）有料道路通行料金及び有料駐車場駐車料金は、領収書により実費を支給

する。 

 

（非常勤講師の旅費） 

第５条 非常勤講師を招聘する場合には、専任の教職員の場合に準じ、宿泊費、

交通費を支給することができる。 

 

（旅費の計算） 

第６条 旅費は、最も経済的な通常の通路及び方法により計算した金額とする。 

 

 （旅費の請求方法） 

第７条 旅費の支給を受けようとする教職員は、原則、当該出張を完了後速や



かに、所定の請求書に領収書、出張内容が分かる書類等を添えて提出しなけ

ればならない。 

２ 出張先が遠隔地である若しくは出張期間が長期間に及ぶ等により、１回の

出張に係る旅費が１０万円以上と見込まれる場合、所定の仮払い請求書を各組

織の長（理事長、学長、校長）の承認を得たうえで提出することができる。仮

払いが認められた場合、当該出張を完了後速やかに旅費の精算をしなければな

らない。 

 

（その他） 

第８条 この規程に別段定めのない事項については、国家公務員等の旅費に関

する法律の規程等を参考に、法人本部と協議のうえ決定する。 

 

 

  附 則 

この規程は、昭和４７年４月１０日から実施する。 

 

  附 則 

この規程は、平成２年１２月１日から実施する。 

 

   附 則 

この規程は、平成４年１２月２１日から実施する。 

 

   附 則（第３条・第８条改正関係） 

この規程は、平成９年９月９日から実施する。 

 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行するとともに、愛知みずほ大学及

び愛知みずほ大学短期大学部の近隣地出張旅費内規及び愛知みずほ大学瑞穂高

等学校教職員旅費規程は廃止する。 

 

附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 


